
 福 法 第１１１４号 

令和８年５月 29 日 

 

大阪府所管社会福祉法人 理事長 様 

大 阪 府 福 祉 部 長 

 

 

計算書類等及び財産目録等の提出及び社会福祉充実計画の申請について（依頼） 

 

 

日頃は、大阪府の福祉行政の推進につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、社会福祉法第 59 条の規定により毎会計年度終了後三月以内に届け出が必要となる、計算

書類等及び財産目録等については下記により、ご提出ください。 

併せて、社会福祉法第 55 条の２の規定により、全ての法人において社会福祉充実残額の算定を

毎会計年度行う必要があります。令和７年度決算において新たに社会福祉充実残額が生じた法人に

おいては、社会福祉充実計画の承認申請をお願いします。 

また、前年度以前に所轄庁の承認を受けた社会福祉充実計画を実施している法人で、社会福祉充

実計画を変更する場合は、変更承認申請が必要ですので、下記連絡先までご連絡ください。 

 
 

記 

 

 

■提出書類 

計算書類等及び財産目録等、社会福祉法第 59条の規定に基づく届出書類をご提出ください。 

詳細は「別紙１ 社会福祉法第 59条の規定に基づく届出書類一覧」によりご確認ください。 

（会計監査人を設置する法人等について） 

会計監査人を設置する法人、会計監査人による監査に準ずる監査を受けている法人または専門家の支援を受けてい

る法人については、平成 29 年４月 27 日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「会計監査及び専門家による

支援等について」(最終改正：令和２年１２月 25日)により、別紙１「３その他」の書類をご提出ください。 

 

■提出方法 

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下「開示システム」)により提出することができ

ます。 

（書面、電磁的方法も可)（社会福祉法施行規則第９条） 

※提出書類については、別紙１によりご確認ください。 

 

■提出期限 

 令和８年６月 30日（火） 

 

計算書類等及び財産目録等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉充実残額がある場合は、社会福祉充実計画を策定し、上記１の計算書類等の届出と同時に

申請することになります。  

詳細は「別紙２ 社会福祉充実計画申請書類一覧」によりご確認ください。 

 

■申請の様式 

申請の書類については、大阪府のホームページに掲載していますので、ダウンロードの上、作成

してください。   

 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/keisansyorui/index.html 

 

＜留意事項＞② 

「開示システムにおいて提出する書類」以外のものについては、大阪府行政オンラインシステム

申請でご提出ください。電磁的方法で提出される場合は、ＣＤ－ＲＯＭ等に保存の上、郵送でご

提出ください。 

＜大阪府行政オンラインシステム申請 URL＞ 

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home 

社会福祉充実計画の承認申請 

＜留意事項＞① 

届出書類のご提出については、基本的に開示システムの利用をお願いします。 

厚生労働省局長通知「社会福祉法人の認可」において、所轄庁への届出方法は、「施行規則第９条第３号の情報処理シ

ステムに記録する方法が望ましいこと。」とされております。 

＜財務諸表等電子開示システム ホームページ＞ 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ 

＜留意事項＞③ 

「現況報告書チェックシート」も併せて提出願います。 

※例年、記入漏れ等散見されますのでチェックシートでご確認下さい。 

［その他留意事項］ 

 ①役員及び評議員名簿・・・所轄庁提出用については、役員等の住所の記載が必要です。 

 ②現状報告書「14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」・・・記入願います。 

③附属明細書・・・忘れず提出願います。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/keisansyorui/index.html
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/


■提出方法 

社会福祉充実計画の承認申請については、書面で２部ご提出ください。 

 

■提出期限 

令和８年６月 30日（火） 【上記の「計算書類等及び財産目録等」と同様】 

 

 

 

厚生労働省から発出された社会福祉法関係の通知等については下記のホームページに掲載されて 

いますので、参考にしてください。 

厚生労働省ホームページ 「社会福祉法人制度」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui te/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-

fukushi-houjin-seido/index.html 

その他 

（提出先及び連絡先） 

大阪府 福祉部 地域福祉推進室 

福祉人材・法人指導課 法人指導グループ 

TEL 06-6941-0351（内線 2490、2494、2496） 

FAX 06-6944-1982 

＜留意事項＞④ 

既に社会福祉充実計画を策定している法人は計画に従って、事業を実施する必要があります。 

なお、社会福祉充実計画の実施期間は原則５年、合理的理由がある場合でも最長 10 年となっています。 

   厚生労働省ホームページ 「社会福祉充実計画」 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13288.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui　te/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui　te/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13288.html

